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◎ 蕨市と、株式会社セブン-イレブン・ジャパン（以下「セブン-イレブン」

という。）、株式会社イトーヨーカ堂（以下「イトーヨーカ堂」という。）は、

相互の連携を強化し、蕨市における一層の地域活性化及び市民サービスの

質的向上に資するため、包括的連携協力に関する協定を平成３０年１０月

２５日（木）に締結します。 

 

１.協定の名称：「地域活性化に資する包括的連携協力に関する協定」 

 

２.協定締結日：平成３０年１０月２５日（木） 

 

３.協定の目的：蕨市と、セブン-イレブン及びイトーヨーカ堂は、相互連携と

協働による活動を推進し、地域の活性化及び市民サービスの質

的向上を図ることを目的とする。 

 

４.連携事項： 

（１）防災・防犯など地域の安全安心に関すること 

（２）子育て支援や青少年の健全育成に関すること 

（３）高齢者・障がい者の支援に関すること 

（４）健康増進に関すること 

（５）観光・文化・スポーツ振興に関すること 

（６）地産地消と市産品の販路拡大に関すること 

（７）環境保全・リサイクルに関すること 

（８）その他地域の活性化、市民サービスの向上に関すること 

 

※参考  

・市内のセブンイレブン店舗数 １２店舗 

  ・市内のイトーヨーカドー店舗数 １店舗（錦町店） 

（平成３０年１０月２５日現在） 

              

その他資料２ 

蕨市と、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株

式会社イトーヨーカ堂は、包括的連携協力に関す

る協定を締結します 

 



具体的連携事項 

 

◎当面の連携事項としては、以下の取り組みを予定しています。今後も協議を

行いながら取り組みを発展させていきます。 

 

１.防災・防犯に関する事項 

 ・市内店舗の「こども１１０番の家」の登録を行い、子どもの見守り活動を

進めます。【ＳＥＪ、ＩＹ】 

 ・災害時の優先的な物資供給の取り組みを進めます。（株式会社イトーヨーカ堂

とは、平成２７年３月２７日に協定を締結済）【ＳＥＪ、ＩＹ】 

 

２.子育て支援に関する事項 

 ・イトーヨーカ堂店舗で実施している育児相談等の場で、市の子育て支援情

報の提供を図るなど、協力・連携を行います。【ＩＹ】 

 

３.高齢者支援に関する事項 

 ・認知症に関する理解促進を図るため、店舗従業員等に向けた、「認知症サポ

ーター」養成を進めます。【ＳＥＪ、ＩＹ】 

 ・店舗の通常営業時、配送サービス時の高齢者等の見守り活動を進めるとと

もに、地域包括支援センターとの連携について検討します。（見守り活動につ

いて、株式会社セブン-イレブン・ジャパンとは、平成２８年１０月２７日に協定を締

結済）【ＳＥＪ、ＩＹ】 

 ・「シニア向けお仕事説明会」の開催など、高齢者の雇用促進に係る取り組み

について連携します。【ＳＥＪ】  

 

４.市産品の販路拡大等に関する事項 

 ・蕨ブランド認定品等、市の物産販売のための特設ブースの確保について連

携します。【ＩＹ】 

 

５.その他、または全分野に関連する事項 

・市の事業のＰＲや情報発信のための掲示や、市の事業・イベント実施のた

めの特設ブースの確保について連携します。【ＳＥＪ、ＩＹ（特設ブースの確

保については、イトーヨーカ堂のみ）】 

・自転車シェアリング事業についての連携を検討します。【ＳＥＪ】 


